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〒845－8511 

小城市三日月町長神田 2312 番地２ 
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 これは、今般売却する市有地の一般競争入札の条件についての説明です。次の条項をよく読み

入札に参加してください。 

 なお、このほかの事項については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令

（昭和 22 年政令第 16 号）、小城市財務規則（平成 17 年小城市規則第 38 号）等の規定によりま

す。 

 

１．物件の詳細 

物件番号 所 在 地 地目 面積 最低価格 売却条件 

１ 

小城市牛津町牛

津 476-1 外 7 筆 

宅地 2390.06 ㎡ 27,896,878 円 

用途は 

「戸建分譲 

住宅用地」 

に限ります 

２ 

小城市小城町畑

田 2405-2 

宅地 155.59 2,909,533 円 なし 

※物件番号１については隣接した物件となるので、８筆まとめての売却となります。 

２．申込方法について 

（１）入札の申込方法 

小城市役所財政課へ必要書類を持参又は郵送 

（２）申し込みに必要な書類等 

① 入札参加申込書（様式１） 

② 法人登記現在事項証明書及び役員一覧 ※法人の場合のみ 

③納税証明書/（国税・県税・市税/個人・法人とも）※該当するもののみ 

 （ア）国  税…国税に未納がない証明（個人：所得税等（納税証明書その３の２）） 

（法人：法人税等（納税証明書その３の３）） 

 （イ）佐賀県税…県税に未納がない証明 

 （ウ）小城市税…小城市税及び国民健康保険料（税）に未納がない証明 

④誓約書（様式３） 

⑤入札保証金還付請求書（様式４）※日付は空欄で提出してください。 

（３）入札保証金 

①入札に参加するためには、受付期間中に入札保証金（最低価格の 100 分の５以上の額）

を令和６年３月 15 日（金）までに、小城市役所財政課まで納入してください。 

・最低価格 

27,896,878 円→入札保証金 1,394,844 円（小城市牛津町牛津 476-1 外７筆の場合） 

 2,909,533 円→入札保証金 145,477 円（小城市小城町畑田 2405-2） 

②入札保証金には利息を付しません。 



 

③落札者が契約の締結に応じない場合には、落札はその効力を失い、落札者が納付した入

札保証金は、小城市に帰属することになります。 

④落札者以外の納付された入札保証金は、入札期間終了後に返還します。入札保証金還付

請求書（様式４）で指定された銀行口座へ小城市から振込を行います。 

⑤落札者の入札保証金は、契約締結後に契約保証金として取り扱い、売買代金支払い後に

返還します。 

（４）申込受付場所 

小城市役所財政課（西館２階） 担当 古賀・藤田 

    小城市三日月町長神田２３１２番地２ 

    電話 0952－37－6117 

（５）申込受付期間  

令和６年１月 22 日（月）から令和６年２月 22 日（木）まで 

（ただし、土・日曜日、祝日を除く） 

   ９時 00 分から 17 時 00 分まで 

 

３．入札日時・会場 

本入札方法は、小城市郵便入札実施要領に基づく郵便入札とします。 

（１）入札期日  令和６年３月 21 日（木） 

（２）入札時間  ９時 00 分 

（３）入札会場  小城市役所 

（４）郵便による入札書の提出期限 

①提出期限  令和６年２月 26日（月）から令和６年３月 15 日（金）17時 00 分必着 

②提 出 先  ２（４）申込受付場所に記載している場所へ郵送してください。 

③郵便方法  一般書留又は簡易書留による。 

入札書を封筒に入れ使用印鑑にて厳封し郵送してください。封筒には、件名、商号等を 

記載するとともに「親展」、「入札書在中」と朱書きしてください。 

（５）入札の方法 

① 入札書には、入札金額、入札者の住所および氏名（法人にあっては主たる事務所の所

在地、名称および代表者の氏名）その他所定の事項を記入の上、本人の印を押さなけ

ればなりません。（代理人が入札する場合は代理人自身の住所、氏名の記入および押

印を行ってください。） 

② 入札金額は、アラビア数字を用いて記入してください。 

③ 入札金額は、消費税および地方消費税を含む額としてください。 

④ 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

⑤ 入札者は、あらかじめ入札書にくじ用数字記入欄の３桁の数字を記載すること。 

（６）本入札は郵便入札であるため、代理人の入札は認めません。代表者によるものに限り 

ます。 

（７）入札者の資格 

次の事項に該当する方は、入札に参加をすることができません。 

また、市有財産を売却する際の申請資格として、申請者が暴力団関係者ではないことを小

城警察署に照会、確認をすることとしておりますので、ご承知ください。 



 

① 地方自治法施行令（以下、施行令という。）第167条の４第１項各号の規定に該当す

る者 

② 施行令第167条の４第２項各号の規定に該当する者で、その事実があった後２年を経

過していない者 

③ 施行令第167条の４第１項第３号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとす

る者 

※ 契約締結後に、契約者が上記①から③に該当することが判明した場合は、当該契 

約は無効となります。 

④ ２に定める入札参加申込書を提出していない者 

   ⑤ 国税及び地方税に滞納がある者 

（８）入札の無効  

   次の事項に該当する入札は、無効とします。 

   ①入札書を所定の日時をすぎて提出したとき。 

   ②入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

   ③入札書に記名及び押印がないとき。 

   ④一の入札に対して二通以上の入札書を提出したとき。 

   ⑤入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。 

   ⑥本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。 

   ⑦鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。 

   ⑧入札書の金額が訂正されているとき。 

   ⑨前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

（９）落札者 

   ①落札者は、最低価格以上の価格のうち、最高の価格を持って入札した者とします。 

    なお、予定価格につきましては、最低価格を予定価格とします。 

   ②落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、小城市郵便入札実施要領

第９条によるくじにて決定します。また、この場合のくじ用数字は、入札参加申込書を

受け付けた順番とします。（※郵便による提出で２人以上の申込が同時にあった場合は、

名称の五十音順とします） 

   ③開札後、入札参加者全員に、落札者と落札金額をメールまたはＦＡＸにてお知らせしま

す。また、落札者には財政課契約管財係より電話等にて連絡します。 

（10）再度の入札 

   再度の入札につきましては、最低落札価格（予定価格）を公表しているため実施しま 

せん。 

（11）入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が 

困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。 

 

４．契約 

（１）契約の締結 

   落札者は、落札者決定後、契約を締結していただきます。契約金額は、入札書の金額欄に

記載された価格とします。具体的な方法につきましては、追ってご連絡させていただきま



 

す。 

（２）契約の確定 

   契約は、小城市が落札者とともに土地売買契約書に記名押印し、売買代金の支払い後に確

定します。 

（３）契約保証金 

   小城市財務規則第 104 条第２項第３号により 100 分の 10 から減額し、落札者の入札保証

金を契約締結後、契約保証金として取り扱います。 

（４）売買代金の納付 

     売買代金は、売買契約を締結した日の翌日から起算して 30 日以内に全額一括納付してく

ださい。なお、代金納付にかかる費用は契約者の負担となります｡ 

 

５．契約費用及び公租公課費等 

（１）契約書に貼付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。 

※契約金額により、印紙税額は異なります。  

 （２）所有権は、売買代金完納により、市で移転登記手続きを行います。 

（３）所有権の移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。 

 （４）落札者を義務者として課される公租公課は、落札者の負担となります。 

 （５）その他契約に要する費用が生じた場合は、落札者の負担となります。 

 （６）売払物件は所有権の移転完了後、現状有姿で現地立会いのうえ引き渡します。 

 

６．契約に係る特約事項 

（１）売却条件 

① 土地利用条件 

（ア）売買物件の用途は、物件番号１（小城市牛津町牛津 476-1 外７筆）については戸建

分譲住宅用地に限ります。物件番号２（小城市小城町畑田 2405-2）はなしとします。 

（イ）落札者は、売買契約締結の日から３年以内に分譲販売を開始するものとします。た

だし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内に分譲販売を開始することが困難と

本市が認める場合には、落札者からの書面による申し出に基づき、当該期間を延長する

ことができるものとします。 

② 譲渡等の禁止 

落札者は、開発行為を完了させるまでの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しく

は、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとします。 

③ 買戻特約 

（ア）上記６（１）①の土地利用条件等に違反した場合、本市は売買物件の買戻しをする

ことができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から５年間とします。 

また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特

約登記に必要となる登記嘱託承諾書（印鑑証明書付）を提出いただきます。 

なお、都市計画法第 29条の規定による開発行為の許可に基づいた工事が完了し、当該

工事完了検査済証の交付を受けた場合は、買受者の請求に基づき、譲渡等の禁止及び買戻

特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。 

（イ）買戻特約登記抹消の際、落札者は抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、



 

抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。 

④ 公序良俗に反する使用等の禁止 

（ア） 暴力団事務所の利用等の禁止 

購入者は、土地売買契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の 

防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団若 

しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指 

定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これら 

の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三 

者に貸してはなりません。 

（イ）風俗営業等の禁止 

購入者は、土地売買契約締結の日から10年間、売買物件を風俗営業等の規制 

及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に 

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類 

する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第 

三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。 

⑤ 実地調査等 

（ア）市は、上記６①（ア）及び（イ）の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するた

め、必要があると認めるときには、実地調査を実施し、又は報告若しくは資料の提出を

求めることができます。 

（イ）購入者は、正当な理由なく上記に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。 

 ⑥ 違約金 

土地利用条件、譲渡等禁止、又は公序良俗に反する使用の禁止の条件に違反し 

た場合は、売買代金の３割を、土地利用条件に係る資料等の提出等義務又は実地 

調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の１割を違約金として徴収しま 

す。ただし、落札者の責めに帰さないと本市が認めるときは、この限りではあり 

ません。購入された土地は、売却条件（分譲住宅地）を厳守し居住環境に配慮した土地

利用を行ってください。 

 

（２）契約の解除 

  ①買受人が売買契約書の各条項に違反したとき、又は契約に定められた義務を履行しない

ときは、市は契約を解除し売払物件を買戻しすることができます。この場合、利息を付

すことなく契約金額で買戻すものとします。なお、この金額には買受人が投下した一切

の費用は、含みません。 

   ②上記により契約が解除されたときは、買受人は、市の指示する期間内に自己の費用で土

地を原状に回復して市に引き渡さなければなりません。 

 

７．質疑書の提出及び回答 

 (１) 提出期間 

   ①入札参加申込書等に対する質疑 

令和６年１月 22日（月）から令和６年２月 14日（水）まで 



 

 (２) 提出方法に対する質疑 

    質疑書（本市所定様式）「様式５」により、上記２.（４）受付場所に直接持参するかＦＡＸ

またはメールで提出して下さい。なお、ＦＡＸまたはメールで提出された場合は、電話にて

財政課に送付されているかどうかの確認をしてください。 

(３) 回答 

   入札参加申込書等に対する質疑への回答は令和６年２月 16日（水）までに、小城市ホーム

ページで行います。 

 

８．その他 

 （１）入札に参加しようとする方は、本説明書に記載された事項について熟知しておいてくだ

さい。 

 （２）現地の状況は、必ず入札参加者自身でご確認いただきますようお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 封筒の作成方法  

 



 

  提出方法は、入札書等を入れ封印し、封筒には「親展」、「入札書在中」、開札日及び入札参加者 

名を記載する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （表面）               （裏面） 

 

 

 ※封筒のサイズは自由とし、入札書等を入れ封かんすること。 

 ※封筒の表面に、「親展」、「入札書在中」、開札日を記入し、裏面に入札者名を記入すること。 

 ※封筒は入札案件ごとに封入する必要はないが、クリップ等でまとめることが望ましい。 

※入札者は、到達期限までに到達するよう郵送すること。（書留等で郵送することが望ましい。） 
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別紙 

地方自治法施行令 

(一般競争入札の参加者の資格) 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札 

に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条 

第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 

すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加さ 

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用 

する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を 

害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の 

職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚 

偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者 

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

(昭三八政三〇六・全改、平一二政三七・平二〇政二五・平二六政三四五・一部改正) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

様式１ 

 

  年  月  日 

 

 

小城市長    江里口 秀次 様                                  

 

   

          入 札 参 加 申 込 書 

 

 

小城市の入札条件を承知のうえ、下記物件の入札参加を申し込みます。 

 

入札希望物件  土地  番 号                   

 

所 在                   

 

            地 目                   

 

              面 積                   

 

 

入札参加者 

     住 所                      

     氏 名（名称）               ㊞  

     連絡先 電話番号                 

 

 

 

 



 

様式２ 

 

入   札   書 

 

 

 

金 額 

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                     （上記入札金額は、消費税および地方消費税を含む金額です。） 

 

くじ用数字 

   

※「くじ用数字」は、同価格の入札をした者が複数者ある場合の落札者を決定する場合に使用する。 

※「くじ用数字」は、任意の数値３桁を記入すること。 

※「１」のような１桁の数字を希望する場合でも、「００１」と必ず３桁になるように記入すること。 

※「くじ用数字」が、空欄又は数字以外の文字が記入されている場合は、「０」とみなします。 

 

 

入札希望物件  土地  番 号                   

 

所 在                   

 

            地 目                   

 

              面 積                   

 

 

 

     年  月  日 

  

 

入札参加者又 

     住 所                      

     氏 名（名称）               ㊞  

 



 

様式３ 

誓 約 書  

  年  月  日  

小 城 市 長 様 

 

 

住    所                      

氏名又は名称  

及び代表者名                 印  

 

 私は、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。  

これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行

う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 

なお、入札参加資格確認、又は契約資格確認のために、貴市が佐賀県小城警察署

に照会することについて承諾します。 

また、入札に際し、入札説明書、入札物件の法令上の規制等全てを承知のうえ参

加いたしますので、後日これらの事柄について小城市に対し一切の異議及び苦情を

申し立てません。 

 

記  

 

１ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者ではありません。 

２ 地方自治法施行令第167条の４第２項各号の規定に該当する者で、その事実があった後２

年を経過していない者ではありません。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

規定する暴力団及び個人または法人の役員等が同法第２条第６号に規定する暴力団員では

ありません。また、個人または法人の役員等が暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者ではありません。 

４ 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者ではありません。 

５ 次のいずれかに該当する者ではありません。 

(1)暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

(2)自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもっ

て暴力団を利用するなどしている者 

(3)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(5)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 

６ 前記３から５に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではありません。 



 

様式４ 

入札保証金還付請求書 

 

  年  月  日 

 

小城市長 江里口 秀次 様 

 

住所                     

 

氏名又は名称 

及び代表者名                印 

 

金          円 

 

 上記の入札保証金を下記の口座への振込みにより還付してください。 

 

振込先 

金融機関名        銀行             支店 

預金種別  普通預金・当座預金 

口座番号  

（右詰で記

入） 

        

フリガナ  
 

口座名義  
 

※請求者（＝入札参加申込者）と異なる名義人の口座に振り込むことはできません。 

 

 



 

様式５ 

質疑書 

   年  月  日 

 

 

 

名  称   公有財産売却一般競争入札         

社 名 等                       

氏 名 （ 担 当 者 ）                       

連絡先（電話番号）                       

 

 

提出期限 令和６年２月 14日（水） 

※質疑等のある人のみ提出 

Ｎｏ 質  疑  事  項 

  

  

  

  

  

  

 

提出先：小城市役所財政課契約管財係 担当 古賀・藤田 

電話番号：0952-37-6117  FAX：0952-37-6163  メールアドレス：zaisei@city.ogi.lg.jp  

（FAXまたはメールで提出された場合は、電話にて確認の連絡をお願いします。） 


